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司
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拾

遺

一

天
正
八
年
、
西
国
毛
利
氏
を
攻
略
す
る
た
め
、
織
田
信
長
の
命
を
受
け
出
陣
し
た
羽
柴
筑
前
守

秀
吉
は
、
三
木
城
に
籠
も
る
別
所
長
治

一
族
を
、
足
掛
け
三
年
に
わ
た
る
攻
撃
の
末
、
「兵
根
責

め
」
で
陥
落
さ
せ
た
。
こ
の
、
世
に

「三
木
の
干
殺
し
」
と
呼
ば
れ
る
戦
闘
は
、
多
く
の
軍
記
を

残
し
た
。

現
在
残
さ
れ
て
い
る
三
木
合
戦
軍
記
の
中
で
、
成
立
年
代
が
そ
の
奥
書
等
で
分
か
る
の
は
、
大

村
由
己
の

『播
州
御
征
伐
之
事
』
亀
天
正
記
』
の
内
、
『播
磨
別
所
記
∵

『播
州
御
征
伐
記
』
等

と
も
い
う
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
干
時
　
天
正
八
年
正
月
晦
日
」
と
あ

っ
て
、
こ
れ
が

正
確
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
別
所
減
亡
後
、
わ
ず
か
十
余
日
に
し
て
成

っ
た
こ
と
に
な
る
。
大
村

由
己
は
桑
田
忠
親
氏

・
小
高
敏
郎
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
秀
吉
の
御
伽
衆
の

一
人
で
あ
り
、
『播

州
御
征
伐
之
事
』
以
外
に
も

『柴
田
退
治
記
』
二
紀
州
御
発
向
記
』
等
の
秀
吉
の
軍
記
を
作
成
し

た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
も
と
に
謡
曲
を
作

っ
た
り
し
て
い
る
、
ま
さ
に
秀
吉
お
抱
え
の
御
用
作

家
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
も
当
然
の
事
な
が
ら
、
秀
吉
側
か
ら
描
か
れ
た
秀
吉
讃
美
の
作
品
に

な

っ
て
い
る
。

一
方
、
戦

い
に
敗
れ
た
別
所
の
側
か
ら
書
か
れ
た
軍
記
が
、
『別
所
記
』
亀
別
所
長
治
記
』
等

と
も
い
う
）
で
、
こ
の
作
品
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
作
者
は
別
所
家
の
譜
代
の
家
臣
、
来
野
弥

一
右

衛
門
で
あ
り
、
戦
場
で
負
傷
し
た
た
め
戦
線
を
離
脱
、
三
木
の
落
城
後
も
美
作
の
側
山
家
の
知
人

に
か
く
ま
わ
れ
て
命
長
ら
え
た
。
し
か
し
三
木
合
戦
の
次
第
や
討
死

・
武
勇
の
跡
が
忘
れ
ら
れ
て

し
ま
う
の
を
残
念
に
思
い
、
こ
の
作
品
を
書
い
た
の
だ
と
い
う
。

松

林

靖

明

山
上
登
志
美
氏
の
研
究
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の

『別
所
記
』
は
敵
方
の
立
場
か
ら
書
か
れ

た

『播
州
御
征
伐
之
事
』
を
も
取
り
込
ん
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
「特
に
秀
吉
の
動
静
に
つ

い
て
は

『播
州
御
征
伐
之
事
』
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
」
の
で
あ
る
。
作
者
来
野
弥

一
右
衛

門
は
、
平
山
三
度
目
の
戦
い
で
負
傷
し
、
以
後
戦
場
に
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
後
日
、
合

戦
の
次
第
を
記
そ
う
と
思
い
立

っ
た
と
き
、
た
と
え
敵
方
の
手
に
よ
っ
て
成

っ
た
も
の
で
あ

っ
て

も
資
料
と
し
て
利
用
し
た
の
は
、
あ
る
意
味
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
こ
の
二
作
品
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
ら
変
貌
を
遂
げ
た
り
、
あ
る
い
は
新
し
い
別
の
作
品

を
生
み
出
し
て
い
っ
た
こ
と
も
、
中
前
正
志
氏

・
山
上
登
志
美
氏
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
大
村
由
己
の

『播
州
御
征
伐
之
事
』
は

『三
木
記
』
二
赤
松
末
葉
記
』
二
別
所
記
事
』
と
い

っ
た
作
品
を
、
ま
た

『別
所
記
』
の
ほ
う
は
、
『播
州
三
木
別
所
記
』
二
石
崎
本

『別
所
記
』
二
別

所
家
盛
衰
記
』
二
別
所
在
城
伝
記
略
書
』
・
神
戸
大
学
本

『別
所
記
』
ム
別
所
軍
記
』
等
を
生
ん

で
い
っ
た
。

こ
れ
ら
は
、
部
分
的
に
増
補
し
た
も
の
、
大
幅
に
改
訂
し
て
別
の
作
品
に
作
り
直
し
た
も
の
、

ほ
と
ん
ど
増
補
も
改
訂
も
施
さ
ず
そ
の
ま
ま
別
の
書
物
の
中
に
取
り
込
ま
れ
た
も
の
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
形
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は

『応
仁
記
』
以
降
の
戦
国
軍
記
に
特
有
な
類
書
の
作
ら
れ
方
、

戦
国
軍
記
の
成
立
の
問
題
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
二
本
か
ら
派
生
し
た
諸
作

品
の
特
徴
や
改
訂

・
増
補

・
改
作
の
様
相
を
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
制
作
や
改
作
の
意
図
を

窺
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二

さ
て
、
最
初
に

『播
州
御
征
伐
之
事
』
系
に
属
す
る
諸
本
で
あ
る
が
、
大
村
由
己
が

『天
正

記
』
の
第

一
冊
目
と
し
て
書
い
た

『播
州
御
征
伐
之
事
』
を
下
敷
き
に
し
て
、
新
た
に
記
事
を
増

補
し
て
書
き
改
め
た
も
の
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
数
の
上
で
は
多
く
な
い
が
、
内
容
的
に
は
諸
本

間
の
差
は
大
き

い
。
こ
の
系
統
に
属
す
る
も
の
に
は
、

①

『三
木
記
』

（国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
）

②

『赤
松
末
葉
記
』
（東
京
大
学
付
属
図
書
館

・
静
嘉
堂
文
庫

・
宮
内
庁
書
陵
部

・
神
宮
文
庫

・
慶
応
大
学
図
書
館
幸
田
文
庫
）

③

『別
所
記
事
』
亀
別
所
記
』
と
も
。
国
立
国
会
図
書
館

・
内
閣
文
庫

・
兵
庫
県
立
鳳
鳴
高
校

青
山
文
庫

・
島
原
松
平
文
庫
）

が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
前
記
の
中
前
氏

・
山
上
氏
の
論
文
に
詳
し
い
の
で
、
そ
ち
ら
に
譲

り
、
こ
こ
で
は
今
ま
で
触
れ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
、

④

『舟
岡
山
軍
記
』
「播
州
三
木
落
城
事
」
（続
群
書
類
従
所
２０
上
所
収
、
金
沢
市
立
玉
川
図
書

館
加
越
能
文
庫
）

に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

『舟
岡
山
軍
記
』
は
そ
の
書
名
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
三
木
合
戦
の
み
を
描
く
単
独
の
作
品

で
は
な
く
、
そ
の
最
後
の
章
段
が

「播
州
三
木
落
城
事
」
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ

の
作
品
の
他
の
章
段
が
、
す
べ
て
将
軍
家
あ
る
い
は
細
川
家
に
関
わ
る
、
室
町
時
代
後
期
の
畿
内

の
合
戦
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
章
段
だ
け
が
脈
絡
無
く
三
木
の
合
戦
を
取
り
上
げ
て

い
る
の
で
あ
る
。
『舟
岡
山
軍
記
』
は

「続
群
書
類
従
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
同
名
異
書
が

多
く
、
本
書
の
写
本
と
し
て
管
見
に
触
れ
た
も
の
は
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
の
加
越
能
文
庫
本
だ

け
で
あ
る
。
ま
た
ど
の
よ
う
な
成
立
の
仕
方
を
し
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
佐
藤
陸
氏

の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の

『舟
岡
山
軍
記
』
は

『足
利
季
世
記
』
の
原
資
料
の

一
つ
に
な

っ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
成
立
は
さ
ほ
ど
下
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

『舟
岡
山
軍
記
』
の

「播
州
三
木
落
城
事
」
は
、
「
天
正
六
年
戌
寅
ノ
歳
、
信
長
公
筑
前

守
秀
吉
ヲ
大
将
ト
シ
、
播
州
ヲ
征
伐
セ
シ
ム
。
菅
家

（神
吉
、
筆
者
注
以
下
同
じ
）
ノ
城
ヲ
攻
落

シ
、
ソ
レ
ヨ
リ
別
所
小
三
郎
長
春

（長
治
）
ガ
楯
籠
ル
三
木
ノ
城
へ
押
寄
タ
リ
。
」
と
始
ま
り
、

事
件
の
原
因
や
合
戦
に
い
た
る
背
景
な
ど
を
全
く
書
か
ず
、
直
に
戦
闘
場
面
か
ら
描
き
出
す
。
こ

の
章
は

「続
群
書
類
従
」
本
で
も
二
頁
半
ほ
ど
の
短
編
で
あ
り
、
足
掛
け
三
年
に
わ
た
る
戦
い
で

あ

っ
た
三
木
合
戦
の
内
、
主
に
描

い
て
い
る
の
は

「平
山
合
戦
」
と

「
丹
生
山
合
戦
」
で
、
『別

所
記
』
な
ど
が
描
く

「
野
口
合
戦
」
や

「神
吉
合
戦
」
「大
村
合
戦
」
は
全
く
描
写
さ
れ
て
い
な

い
。
い
わ
ば
三
木
合
戦
の

一
部
が
記
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
個
々
の
違
い
を
見
る

と
、
『舟
岡
山
軍
記
』
は

「平
山
合
戦
」
の
場
面
を
長
治
の
伯
父
山
城
守
賀
相
だ
け
に
焦
点
を
当

て
て
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
『別
所
記
』
等
と
の
違
い
が
あ
る
。
そ
の
他
、
例
え
ば
、
秀
吉
の

異
父
弟
小

一
郎
秀
長
を

「甥
小

一
郎
忠
秀
」
と
誤

っ
て
い
る
し
、
兵
糧
責
め
を
受
け
た
三
木
城
中

を
描
く
中
で
、
他
の
ど
の
本
に
も
見
え
な
い

「鎧
腹
巻
ヲ
煮
テ
喰

ヘ
ド
モ
」
の
描
写
が
あ
る
こ

と
。
敗
北
を
覚
悟
し
た
長
治
が
、
「来
二
十
七
日
」
に
は
切
腹
す
る
と

「矢
文
ヲ
射
」
て
秀
吉
方

に
知
ら
せ
た
と
い
う
、
そ
の
日
付
も
通
知
の
方
法
も

『別
所
記
』
二
播
州
御
征
伐
之
事
』
と
は
違

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
相
違
点
を
持
ち
な
が
ら
も
、
『舟
岡
山
軍
記
』
は

『播
州
御
征
伐
之
事
』
と

一
部

近
い
表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「平
山
の
合
戦
」
の
山
城
守
の
描
写
の
中
に
、

（１
）
『舟
岡
山
軍
記
』
…
・…
‥
山
城
守
モ
既
二
危
ク
ミ
ヘ
ケ
レ
共
、
西
国

一
ノ
名
馬

二
乗
レ

バ
、
辛
キ
命
ヲ
タ
ス
カ
リ
、

『播
州
御
征
伐
之
事
』
…
山
城
、
名
馬
に
乗
り
て
逃
げ
延
び
た
り
。

（２
）
『舟
岡
山
軍
記
』
…
…
…
三
宅
弾
正
卜
云
家
老
ノ
者
ア
リ
、
日
比

ハ
懇

ニ
モ
ア
ヅ
カ
ラ
ザ

ル
ガ
、

『播
州
御
征
伐
之
事
』
…
某
、
愁
に
家
の
歳
寄
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
更
に
出
頭
に
及
ば

ず
。

以
上
の
二
例
の
内
、
（２
）
は
直
接
的
な
類
似
表
現
で
は
な
い
が
、
『播
州
御
征
伐
之
事
』
に
依
拠

し
た

『
三
木
記
』
は

「某
モ
当
家
フ
ダ
イ
ノ
年
寄
卜
云
ヒ
ナ
ガ
ラ
述
懐
ノ
シ
サ
イ
ア
リ
。
出
頭
ニ

モ
不
及
。
ア
ル
カ
イ
モ
ナ
ク
シ
テ
人
ガ
マ
シ
キ
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
」
と
あ

っ
て
、
『別
所
記
』
で
は

別
所
山
城
守
賀
相
と
と
も
に
秀
吉
の
前
で
、
赤
松
伝
来
の
兵
法
を
説
い
て
い
る
家
老
三
宅
治
忠

が
、
『舟
岡
山
軍
記
』
と

『播
州
御
征
伐
之
事
∵

「
二
木
記
』
に
は
別
所
か
ら
疎
ん
じ
ら
れ
て
い

た
と
共
通
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は

『信
長
公
記
』
に
も
、
「某
は
愁
に
家
の
年
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寄
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
更
に
出
頭
に
及
ば
ず
。
」
と
、
『播
州
御
征
伐
之
事
』
と
同
文
で
書
か
れ
て

い
る
。
『播
州
御
征
伐
之
事
』
と

『信
長
公
記
』
の
前
後
関
係
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い

が
、
こ
の
よ
う
な
同
じ
表
現
が

『信
長
公
記
』
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
（１
）
の
山
城
守

の

「名
馬
」
の
こ
と
は

『信
長
公
記
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
『舟
岡
山
軍
記
』
は

『信
長
公

記
』
で
は
な
く
、
『播
州
御
征
伐
之
事
』
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ

っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

三

次
に

『別
所
記
』
系
統
に
属
す
る
諸
本
を
見
て
お
こ
う
。
こ
の
系
統
に
属
す
る
本
は
数
も
多

く
、
殆
ど
同
文
の
本
も
少
な
く
な
い
の
で
、
異
同
の
あ
る
二
三
の
本
を
取
り
上
げ
る
に
と
ど
め
た

い
。
分
類
す
る
と
、

①
作
者
で
あ
る
来
野
弥

一
右
衛
門
の
跛
文
を
持

つ
も
の

（以
下
、
来
野
本
と
呼
ぶ
）

②
来
野
本
に
増
補

・
改
訂
を
加
え
た
も
の

の
二
種
に
分
け
ら
れ
る
。
①
の
来
野
本
は
伝
本
も
多
く
、
群
書
類
従
本
の
よ
う
に
、
『別
所
記
∵

『別
所
長
治
記
』
と
し
て
の
標
準
的
本
文
を
有
す
る
諸
本
を
指
す
。
本
稿
で
は
こ
こ
に
属
す
る
諸

本
は
考
察
の
対
象
と
は
し
な
い
。
諸
本
に
関
し
て
は
拙
編
著
を
参
照
さ
れ
た
い
。
②
に
分
け
ら
れ

る
諸
本
は
、
来
野
本
に

一
行
書
き
加
え
た
も
の
か
ら
、
大
幅
な
増
補
を
施
し
、
巻
数
も
増
え
て
い

る
も
の
ま
で
種
々
で
あ
る
。

②
に
分
類
さ
れ
る
諸
本
の
内
、
内
容
的
に
も
著
し
い
特
色
を
持
つ
も
の
に
法
界
寺
本

『別
所
軍

記
』
が
あ
る
。
こ
の
本
は
そ
の
所
蔵
者
で
あ
る
法
界
寺
が
増
補
の
場
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
仏
教
的

な
加
筆
が
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
天
正
七
年
二
月
の
平
山
の
合
戦
で
別
所
方
の
大
将

一
人
、

侍
三
十
五
人
、
雑
兵
七
百
八
十
四
人
が
討
死
し
た
こ
と
に
触
れ
て
、

哀
平
山
之
戦
場
二
残
ル
物
者
、
両
陣
討
死
之
死
体
累
々
タ
ル
計
り
也
。
且
無
”
墓
ハ武
士
之
身

成
ル
ゾ
カ
シ
○
昨
日
ハ
甲
冑
ヲ
帯
シ
向
二
戦
場
三

分
取
高
名
シ
テ
雖
レ
得
レ
誉
、
今
日
ハ
又
為
レ
敵

討
レ
ヌ
。
是
．盛
〔レ定
世
ノ
有
様
哉
。
夫
法
花
経
一ゴ
一界
無
安
猶
如
二
火
宅
Ｌ

可
レ厭
浮
世
可
レ
欣

極
楽
。

マ
シ
テ
況
ヤ
戦
場
二趣
テ
何
ノ
安
キ
コ
ト
有
ンヤ
○
則
亦
観
音
経
ニ
モ
怖
畏
軍
陣
中
念
観

音
力
衆
怨
悉
退
散
卜
有
レ
バ
、
可
レ
頼
可
レ
信
観
音
薩
唾
、
可
レ
慕
可
レ
念
西
方
之
教
主
弥
陀
如

来
、
自
他
法
界
平
等
利
益
、
十
悪
五
逆
ノ
罪
人
モ
一
念
発
起
シ念
仏
ス
レ
バ
、
極
楽
往
生
無
叶
疑

量
言ヒ
給

ヘ
バ
、
難
レ
値
ヒ
他
力
之
念
仏
也
。
夫
元
祖
上
人
之
示
云
、
従
令
魚
肉
鳥
獣
ヲ食
ス
ト
モ

念
仏
ヲ
カ
ミ
マ
ゼ
テ
可
レ
申
、
向
レ
敵
弓
ヲ
引

モ
念
仏
ハ
不
レ
可
レ
捨
。
是
．丘

常̈
之
殺
鬼
ハ
難
レ

防
。
弥
陀
ノ
本
願
コ
ソ
悪
道
二不
レ落
。
為
〓
後
世
■

人
当
千
二勝
レ
タ
ル
ハ
称
名
念
仏
也
卜
。

死
線
無
量
也
卜
雖
、
念
仏
ス
レ
バ
本
願
二乗
．ン
テ
来
迎
更
無
レ
疑
。

と
あ

っ
て
、
世
の
無
常
の
慨
嘆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
こ
こ
に
書
か
れ

て
い
る
の
が

一
般
的
な
仏
教
的
慨
嘆
で
な
く
、
戦
場
で
闘
う
武
士
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
法
然
上
人
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
殺
生
を
事
と
す
る
武
士
が
、
悪
道
に
落
ち
る
こ
と
な
く

極
楽
往
生
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
「魚
肉
鳥
獣
」
を
食
べ
る
時
も
念
仏
を
噛
み
混
ぜ
て
食
べ
ろ
、

敵
に
弓
を
向
け
る
と
き
も
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
射
ろ
、
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は

『法
然
上
人
絵
伝
』
巻
二
十
六
に
、

宝
治
二
年
九
月
十
五
日
い
さ

ゝ
か
違
例
の
気
あ
り
、
舎
弟
淡
路
守
俊
基
を
ま
ね
き
よ
せ
て
、

「我
身
は
老
病
あ
ひ
を
か
し
て
、
す
で
に
終
焉
に
の
ぞ
め
り
、
今
生
の
対
面
今
日
ば
か
り
な

り
。
汝
罪
悪
深
重
の
人
な
り
。
か
な
ら
ず
念
仏
し
て
、
お
な
じ
く
安
養
の
浄
刹
に
参
会
せ
し

む
べ
し
。
た
と
ひ
鹿

・
鳥
を
食
す
と
も
、
念
仏
を
ば
か
み
ま
ぜ
て
申
す
べ
し
。
た
と
ひ
敵
に

む
か
ひ
て
弓
を
ひ
く
と
も
、
念
仏
を
す
つ
る
事
な
か
れ
」
と
さ
ま
ハ
ヽ
に
教
訓
し
け
り
。

と
あ
る
挿
話
に
近
い
。
上
野
国
の
御
家
人
薗
田
太
郎
成
家
は
罪
悪
を
恣
に
し
て
い
た
が
、
大
番
で

上
洛
し
た
際
、
法
然
上
人
に
出
会

つ
て
、
そ
の
教
え
を
深
く
信
奉
し
た
。
後
年
、
死
に
臨
ん
で
舎

弟
の
俊
基
に
残
し
た
遺
言
が
引
用
部
分
で
あ
る
。
薗
田
成
家
の
言
葉
が
、
法
然
上
人
の
言
葉
に
な

っ
て
は
い
る
が
、
両
書
に
付
し
た
傍
線
部
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
『別
所
軍
記
』
に
は
別
所
方
の

自
害
場
面
に
浄
土
宗
系
の
記
述
が
頻
出
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
中
前
氏
が
、
「別
所
家
菩
提
寺

で
あ
り
、
浄
土
宗
寺
院
で
あ
る
法
界
寺
の
性
格
」
の
反
映
と
さ
れ
た
指
摘
ど
お
り
で
あ
る
。

法
界
寺
圏
で
作
成
さ
れ
た
軍
記
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
別
所
に
対
し
て
同
情
的
で
あ
る
。
秀
吉

の
兵
糧
責
め
を
受
け
た
こ
と
を
、

鳴
呼
痛
鋪
哉
。
盛
衰
之
世
ノ
中
ト
ハ
乍
彗
口、
昨
日
迄
ハ東
播
八
郡
之
太
守
卜
諸
国
ヱ
響
キ
シ

御
家
ナ
レ
共
、
馴
之
事
ヨ
リ
起
レ
軍
ヲ
ヽ
運
命
ト
ハ
乍
曇
面
、
終
二羽
柴
ガ
鉾
先
二切
狭
メ
ラ
レ
、

今
ハ
如
二
籠
鳥
．・．テ
、
其
上
毛
利
之
通
路
難
義
ニ
テ
次
第
々
．正
（根
尽
キ
、
大
将
ヲ始
メ士
卒
大
馬
ニ

至
ル
迄
、
唯
此
頃
ハ無
け
糧
レ
バ
、
三
度
之
食
事
モ
一
時
ニ
テ
済
シ
給
ヱ
共
、
今

ハ
中
々
夫
モ
思

フ
エ
不
レ
任
、
唯

一
粒
モ
有
ラ
バ
社
、
無
二
是
悲
一数
年
累
代
之
大
鼠
鶏
雉
ハ
申
二及
バ
ズ
、
馬
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ナ
ゾ
ヲ
差
殺
シ
為
”食
卜
、
僅
二命
ヲ
ツ
ナ
ギ
給
フ
。
是
二軍
卒
ハ
カ
尽
キ
、
或

ハ
塀
ノ
下
狭
間
ノ

陰
ニ
テ
伏
シ
倒
レ
、
飢
死
ス
者
ノ
不
レ
知
レ
数
。

と
記
す
。
戦
闘
で
敵
を
殺
し
、
兵
糧
責
め
に
遭

っ
て
命
を
繋
ぐ
た
め
に

「犬
鼠
鶏
雉

ハ
申
二
及
バ

ズ
、
馬
ナ
ゾ
ヲ
差
殺
シ
為
」食
卜
」
た
多
く
の
兵
卒
や
籠
城
し
た
百
姓
が
犯
し
た
殺
生
の
罪
を
救
お

う
と
い
う
法
界
寺
関
係
者
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
兵
卒
や
百
姓
の
命
に
代
わ

っ
て
死
ん
で
い
っ
た
城
主
長
治
を
讃
美
し
て
や
ま
な
い
。

鳴
呼
長
治
公
ハ雖

レ
為

若
大
将

、
諸
臣
二憐
ミ
深
ク
、
民
万
民
ヲ
撫
育
シ
加

慈
憐

給
ィ
、
就
レ

中
智
勇
之
大
将
ナ
レ
共
、
斯
ク
数
度
之
戦
イ
ニ
失
レ
利
、
今
斯
ク
浅
間
敷
敵
二居
城
ヲ攻
囲
マ
レ

給
フ
事
、
微
運
ニ
シ
テ
因
縁
之
令
」
然
故
ト
ハ
乍
申
、
痛
鋪
御
世
ノ
有
様
ヤ
ト
、
聞
人
涙
ヲ
落

サ
ヌ
ハ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。

と
、
他
の
ど
の
本
に
も
な

い
長
治

の

「運
命
」
「微
運
」
に
対
す
る
同
情

の
言
辞
を
連
ね
て
い

る
。
特
に
長
治
兄
弟
等
の
自
害
に
至

っ
て
、
そ
の
同
情
は
頂
点
に
達
し
、
叙
述
は
詳
細
に
な
る
。

『別
所
記
』
で
は
、
自
害
を
拒
ん
だ
吉
親
を
家
臣
が
討
ち
取

っ
た
後
、

吉
親
之
首
ヲ
取
テ
出
シ
ケ
リ
。
長
治

・
友
之
此
由
ヲ
聞
給
、
心
閑
二
生
害
ア
リ
ケ
ル
ヲ
、
三

宅
治
忠
後

へ
参
、
介
錯
仕
。

と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
場
面
が
、
『別
所
軍
記
』
は
、

則
首
ヲ
圭雨
取
，，く

長
治
公
一三
（趣
申
上
レ
バ
、
長
治
公

「無
■
是
悲

事
也
」
卜
官
≡

御
涙
ヲ
催

／

玉
レ、

友
之
殿
向
ン一給
、

「此
上
者
最
早
無
・ン心
掛
事

。
時
剋
モ
移
レ
バ
速
二
可
レ
有

用
意

」
。

互
二御
心
能
ゲ
ニ
敷
皮
之
上

．座
１

「
ナ
ガ
ハ
ル
ト
ヨ
バ
レ
シ
ヨ
ト
ハ
イ
ツ
ワ
リ
ヨ
ハ
タ
チ
ト

ミ
ト
セ
ノ
ハ
ル
ヲ
ミ
ス
テ

止

卜
ロ
ズ
サ
ミ
、
西
二
向
イ
合
掌
シ
御
念
仏
唱
二玉
ヱ
バ
、
同
ク

友
之
殿
モ御
敷
皮
之
上
二座
ヲ
組
ミ

「我
等

マ
デ
カ
ツ
ノ
玉

一ハ
ア
ラ
ネ
ド
モ
君
諸
共
二身
ヲ
ゾ

捨
ヶ
ル
」
卜
言
捨
テ
、
御
互
ニ
ロ
礼
く

必
未
来
（
一
蓮
同
生
、
テ
称
名
数
遍
唱
二給
レ、

両
口肌
ヌ

ギ
、
九
寸
五
尺
取
直
シ
玉
ヒ
、
御
両
所

一
所
二腹
二
突
立
給
ヒ
ケ
レ
バ
、
肥
前
守
治
忠
御
後

．

廻
、

御
両
方
ヲ
奉

介
錯
も

と
長
々
と
描
写
し
、
『別
所
記
』
等
に
も
見
え
な
い
長
治

ｏ
友
之
の
歌
を
載
せ
て
い
る
。
長
治
の

歌
は
、
地
誌

『播
磨
鑑
』
に
下
の
句
が

「
二
十
五
年
の
春
を
見
捨
て
て
」
と
し
て
載

っ
て
い
る

が
、
友
之
の
歌
は
何
に
も
見
出
せ
な

い
。
し
か
も
友
之
の
歌
は

「我
等

マ
デ
」
「君
諸
共

二
」
な

ど
の
言
葉
か
ら
弟
友
之
の
歌
と

い
う
よ
り
も
、
家
臣
の
者
の
辞
世
で
あ
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
く
、

こ
れ
ら
の
二
首
の
歌
は
地
元
で
あ
る
法
界
寺
圏
で
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『別
所
軍
記
』
は
そ
の
増
補
記
事
の
全
て
が
別
所
氏
に
対
す
る
同
情
か
、
そ

の
死
を
悼
む
気
持
ち
の
表
れ
、
あ
る
い
は
仏
教
に
救
い
を
求
め
る
言
辞
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ

の
在
地
的
性
格
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か

『別
所
軍
記
』
に
は
、
巻
末
に

「陶
潜
挽
歌
之
辞
ニ

日
」
と

「東
播
八
郡
総
兵
別
所
府
君
墓
表
」
が
置
か
れ
、
後
者
は
別
所
の
菩
提
寺
法
界
寺
の
境
内

に
あ
る
碑
文
と
同
じ
も
の
で
、
碑
が
建

っ
た
の
は
延
宝
六
年

（
一
六
七
八
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

部
分
が
後
か
ら
の
補
筆
で
な
い
な
ら
、
成
立
は
十
七
世
紀
後
半
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『別
所
軍
記
』
と
同
様
に
、
法
界
寺
を
強
く
意
識
し
た
伝
本
が
他
に
も
存
在
す
る
。
加
古
川
総

合
文
化
セ
ン
タ
ー
図
書
館
蔵
の

『播
州
三
木
別
所
記
』
、
卜
部
家
蔵

『別
所
記
』
、
三
木
市
立
図
書

館
旧
蔵
残
訣
本

『別
所
記
』
な
ど
が
そ
れ
で
、
こ
れ
ら
の
本
は
巻
末
に
法
界
寺
の
縁
起
と
も
い
う

べ
き
由
来
の
記
を
持

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
加
古
川
総
合
セ
ン
タ
ー
図
書
館
本
で
、
付
加
さ
れ
た

縁
起
部
分
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

加
古
川
本

『播
州
三
木
別
所
記
』
は
、
本
文
末
尾
と
跛
文
と
の
間
に
別
所
氏
の
遺
徳
と
称
え
、

法
界
寺
の
縁
起
の
述
べ
る

一
文
を
持

っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

夫
以
バ
別
所
ノ
家

ハ
遠
ク
天
演
ノ
余
流
ヨ
リ
出
テ
、
其
後
武
臣
二
下
テ
名
ヲ
戦
場
二
揚
り
、

終

二
相
続
シ
テ
加
賀
守
就
治
、
其
子
大
蔵
大
輔
安
治
、
其
子
小
三
郎
長
治

二
至
ル
。
此
三
代

徳
ヲ
修
、
民
ヲ
受
ス
。
民
マ
タ
親
ム
コ
ト
父
母
ノ
如
シ
。
是
ニ
ヨ
ツ
テ
天
正
六
年
ヨ
リ
同
八

年

マ
デ
三
年
ノ
間
、
百
姓
不
残

一
味
同
心
シ
テ
死
ヲ
守
テ
籠
城
ス
。
忠
義
凛
々
ト
シ
テ
秋
霜

ノ
如
シ
。
愛
人
感
義
心
結
ブ
ニ
ア
ラ
ズ
ン
バ
此
二
至
ラ
ン
ヤ
。
サ
レ
ド
モ
運
尽
ヌ
レ
バ
得
ス

勝
利
。
身
ヲ
殺
シ
テ
土
民
ヲ
助
ク
。
哀
哉
、
事
ハ
来
野
氏
ノ
記
二
詳
也
。

と
始
ま
る
別
所
と
在
地
百
姓
と
の
深
い
紐
帯
と
、
減
亡
し
た
別
所
家

へ
の
追
慕
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
。
「事

ハ
来
野
氏
ノ
記

二
詳
也
」
と
あ
る

「来
野
氏
ノ
記
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
来
野
本

『別
所
記
』
の
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
本
は
、
『別
所
記
』
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
部
分
に
つ

い
て
は

『別
所
記
』
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
続
い
て
、

天
正
八
年
正
月
十
七
日
、
長
治
切
腹
。
十
ヶ
村
ノ
名
主
ノ
内
、
横
山
三
郎
左
衛
門
治
重
、
神

沢
源
左
衛
門
治
武
、
両
人
悲
悦

二
不
堪
、
秀
吉
公
二
乞
テ
、
長
治
等
ノ

一
族
ノ
戸
ヲ
生
木
ト

云
所
二
葬
り
、
其
地
二
一
寺
ヲ
建
テ
同
心
ヲ
報
ジ
菩
提
ヲ
弔
イ
奉
ル
。
虚
害
山
法
界
寺
卜
号

ス
。
毎
年
七
月
十
七
日
、
施
餓
鬼
執
行
シ
、
年
中
念
仏
ヲ
勤
修
ス
。
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と
、
別
所
長
治
が
法
界
寺
に
葬
ら
れ
た
経
緯
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
横
山

・
神
沢
の
両
人

が
秀
吉
か
ら
遺
体
を
貰
い
受
け
て
、
寺
を
建
立
し
た
と
い
う
。
十
ヶ
村
の
名
主
の
中
か
ら
出
た
二

人
の
報
恩
の
志
篤
い
人
物
、
横
山
三
郎
左
衛
門
治
重

・
神
沢
源
左
衛
門
治
武
の
二
人
の
内
、
神
沢

氏
に
つ
い
て
は
、
ま
た
後
に
述
べ
る
。
さ
て
、
そ
の
後
、

慶
長
六
年
ノ
秋
、
池
田
輝
政
公
播
州
ヲ
領
シ
玉
フ
。　
一
国
不
残
検
地
ノ
時
、
横
山
氏
、
神
沢

氏
、
寺
領
三
十
石
ノ
折
紙
ヲ
申
請
、
其
後
慶
安
元
年
八
月
十
七
日
、
大
猷
院
殿
源
君
御
朱
印

ヲ
被
下
、
永
代
三
十
石
施
入
レ
給
フ
。
誠

二
古
ノ
良
将
義
士
ヲ
重
ジ
給
フ
。
御
志
難
有
御
政

道
也
。
此
時
於
江
戸
御
評
定
、
御
会
儀
ア
リ
テ
、
別
所
長
治

ハ
播
州
半
国
ノ
主
ナ
レ
バ
山
号

不
可
有
ト
テ
、
生
木
法
界
寺
卜
御
朱
印

二
書
レ
タ
リ
。
弥
此
地
尽
未
来
不
退
転
、
長
治
ノ
遺

徳
ヲ
称
ス
ベ
キ
ニ
ヤ
。
棠
梨

一
樹
ノ
花
児
山
随
涙
碑
卜
云
ベ
キ
カ
。
感
慨
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。

と
、
池
田
の
播
磨
入
部
以
降
、
寺
領
が
保
証
さ
れ
た
こ
と
、
更
に
大
猷
院
徳
川
家
光
の
朱
印
状
を

受
け
、
菩
提
寺
で
あ
る
法
界
寺
は
山
号
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
別
所
の
名
誉
が
確
認
さ
れ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り

一
部
の

『別
所
記
』
に
し
か
載
ら
ず
、
そ
の
内
容
か
ら
考

え
て
、
明
ら
か
に
法
界
寺
を
中
心
と
す
る
在
地
の
書
き
入
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
文
の
最
初

に
、
別
所
就
治

・
安
治

・
長
治
三
代
の
徳
政
と
撫
民
を
記
し
、
民
も
ま
た
父
母
の
よ
う
に
領
主
を

慕

っ
た
と
し
て
、
「是
ニ
ヨ
ツ
テ
天
正
六
年
ヨ
リ
同
八
年

マ
デ
三
年
ノ
間
、
百
姓
不
残

一
味
同
心

シ
テ
死
ヲ
守
テ
籠
城
ス
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
『別
所
記
』
を
始
め
と
す
る
三
木
合
戦
関
係
軍
記

を
見
て
も
、
そ
の
殆
ど
は
籠
城
し
た
の
は

「士
卒
」
と
な

っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
民
百
姓
ま
で

も
が
籠
城
し
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
界
寺
本

『別
所
軍
記
』
に
は
、

掛
シ
カ
バ
三
木
ノ
町
人
或

ハ
十
二
ケ
村
百
姓
、
老
若
男
女
共
三
木
城
遁
込
。
皆
別
所
長
治
公

ノ
御
憐
憫
ヲ
蒙
り
、
兵
根
ツ
イ
ヘ
多
ク
、
日
々
二
糧
乏
ク
…

と
、
籠
城
の
中
に
三
木
城
下
の
町
人
、
十
二
ヶ
村
の
百
姓
達
、
老
若
男
女
が
皆
逃
げ
込
ん
で
い
た

と
い
う
。
藤
本
久
志
氏
が
、
「追
い
詰
め
ら
れ
た
領
主
の
城
は
ど
れ
も
、
周
り
の
村
や
町
か
ら
避

難
し
た
人
々
で
あ
ふ
れ
、
籠
城
が
長
引
け
ば
ひ
ど
い
飢
え
に
苦
し
め
ら
れ
、
落
城
の
と
き
を
迎
え

て
い
た
。
民
衆
が
領
主
の
砦
に
避
難
す
る
の
は
、
戦
国
の
至
る
と
こ
ろ
で
、
ほ
と
ん
ど
習
俗
と
な

っ
て
い
た
。」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
三
木
城
も
ま
た
同
様
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い

て
触
れ
て
い
る
の
は
極
め
て
在
地
性
の
強
い
加
古
川
本

『播
州
三
木
別
所
記
』
の
書
き
入
れ
部
分

と
法
界
寺
本

『別
所
軍
記
』
な
の
で
あ
る
。

四

次
に
、
現
在
は
散
供
し
た
の
か
、
原
本
を
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
江
戸
時
代
後
期
の
編
纂

書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
三
木
関
係
軍
記
が
二
本
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
在
地
的
色
彩
の
濃
い
本

で
あ

っ
て
、
興
味
深
い
増
補
を
遂
げ
て
い
る
。

そ
の
最
初
は
、
『翁
草
』
巻
四
十
二
に
収
め
ら
れ
た

『別
所
記
』
で
、
『翁
草
』
は
副
題
と
し
て

「別
所
家
典
織
田
信
長
鉾
楯
之
記
」
と
記
し
て
い
る
。
『翁
草
』
は
神
沢
杜
口

（貞
幹
）
の
著
で
寛

政
三
年

（
一
七
九

一
）
に
、
杜
口
八
十
二
歳
の
時
、
完
成
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の

『翁
草
』
に
収
め
ら
れ
た

『別
所
記
』
は
、
次
の
よ
う
な
特
色
を
持

っ
て
い
る
。

そ
の
第

一
は
、
巻
頭
近
く
に
簡
略
な
赤
松
の
歴
史
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『別
所
記
』

は
ど
の
本
で
も
、
別
所
小
三
郎
長
治
が
村
上
源
氏
具
平
親
王
の
末
裔
で
赤
松
円
心
の
子
孫
で
あ
る

こ
と
は
書
か
れ
て
い
る
が
、
『翁
草
』
本
は
そ
れ
に
続
い
て
円
心
父
子
の
元
弘
建
武
に
於
け
る
武

功
と
嘉
吉
の
乱
で
将
軍
義
教
暗
殺
に
よ
る
家
苗
断
絶
、
長
禄
の
赤
松
政
則
に
よ
る
お
家
再
興
を
記

す
の
で
あ
る
。

つ
い
で

「平
山
合
戦
」
記
事
の
最
後
に
、

鳴
呼
別
所
の
軍
立
、
拙
き
の
み
に
非
ず
、
唯
秀
吉
の
高
運
に
圧
る

ゝ
物
欺
、
凡
将
の
位
等
し

け
れ
ば
、
勝
敗
の
事
も
計
略
且
つ
時
運
の
可
否
に
依
る
べ
し
。
抜
群
の
将
に
至
て
は
、
其
論

に
非
ず
、
全
体
の
位
懸
隔
す
る
故
に
、
自
然
に
位
負
す
る
な
り
。
秀
吉
に
於
を
や
、
後
年
日

本
は
物
か
は
、
異
国
迄
手
に
掛
給
ふ
程
の
古
今
独
歩
の
将
に
対
し
て
、
亡
家
の
長
治
い
か
で

其
鋒
先
に
向
ん
や
。

と
い
う
、
他
の
諸
本
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い

一
文
が
あ
る
。
こ
の
増
補
部
分
は
別
所
が
敗
北
し
た

の
は
別
所
の
軍
が
劣

っ
て
い
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
秀
吉
の
強
運
に
よ
る
も
の
で
、
後
年

朝
鮮
半
島
に
ま
で
進
攻
し
た
秀
吉
に
別
所
が
位
負
け
し
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の

一
文
は

『翁
草
』
の
編
者
神
沢
杜
回
の
筆
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
神
沢
杜
回
は
自
分
の

意
見
や
考
証
等
を
書
い
た
部
分
は
、
「私
日
」
と
す
る
か
、
字
面
を

一
字
下
げ
て
地
の
文
と
区
別

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
は
地
の
文
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
神
沢
杜
口
が
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書
写
し
た
本
に
も
と
も
と
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
二
ヶ
所
が

『翁
草
』
本
の
増
補
部
分
で
あ
る
が
、
他
本
に
比
べ
て
記
事
内
容
に
相
違
の

あ
る
部
分
が
別
所
山
城
守
の
描
写
で
あ
る
。
群
書
類
従
本
な
ど
来
野
本

『別
所
記
』
が
、
自
害
を

促
さ
れ
た
山
城
守
を
、

吉
親
申
ケ
ル
ハ
、
我
等
両
三
人
自
害
シ
士
卒
ヲ
助
ケ
ン
事
難
心
得
、
為
国
家
可
重
将
、
既
替

士
卒
ノ
命
ト
ア
リ
。
依
義
可
軽
臣
ノ
命
如
何
助
ケ
ン
。
然
バ
城
二
火
ヲ
掛
、
将
モ
士
モ
共

ニ

切
テ
出
、
討
死
ス
ル
カ
腹
ヲ
切
力
、
ニ
ノ
内

ハ
不
可
出
ト
テ
既
二
櫓

二
上
り
火
ヲ
掛
ン
ト
シ

ケ
ル
処

二
、
山
城
守
ノ
手
ノ
者
ド
モ
云
ケ
ル
ハ
、
吉
親

一
人
ノ
覚
悟

ニ
テ
多
ノ
人
ヲ
討
果
サ

ン
ヤ
。
所
詮
吉
親
打
参
セ
ン
ト
テ
家
人
ド
モ
走
寄
、
吉
親
之
首
ヲ
取
テ
出
シ
ケ
リ
。

と
描
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『翁
草
』
本
は
、

山
城
守
日
、
抑
将
た
る
者
は
、
国
家
の
柱
石
た
り
。
故
に
将
の
命
に
換
る
士
卒
は
、
古
今
類

ひ
多
し
、
士
の
命
に
換
る
将
は
例
し
少
し
、
然
る
を
長
治
士
卒
を
慇
み
、
自
殺
の
企
有
ら

ば
、
士
卒
は
又
其
恩
儀
を
感
じ
て
、
将
の
命
に
替
る
欺
、
或
は
将
の
死
に
殉
ふ
べ
き
条
勿
論

な
る
に
、
長
治
が
慈
慇
を
能
き
事
に
し
て
助
ら
ん
と
欲
す
る
不
義
の
者
共
を
助
け
て
何
か
せ

ん
、
唯
城
に
火
を
か
け
、
将
も
士
卒
も
死
を
倶
に
せ
ん
と
答
て
、
既
に
櫓
に
火
を
放
ん
と
す

る
を
、
山
城
守
が
手
の
者
共
大
に
な
て
、
長
治
公
の
仁
愛
と
は
、
雲
泥
の
違
ひ
哉
、
敵
将
許

諾
し
て
、
相
済
た
る
事
を
今
更
賀
相
の
我
意
を
以
て
、
空
に
成
ん
事
、
思
ひ
も
不
寄
。
其
儀

な
ら
ば
、
賀
相
を
打
果
し
参
ら
せ
ん
と
て
、
各

一
統
に
走
寄
、
是
非
を
云
は
ず
、
山
城
を
討

て
出
す
。

と
な

っ
て
お
り
、
長
治
の

「斯
る
義
臣
」
を
殺
す
こ
と
を
忍
び
な
い
と
思

っ
た

「大
将
の
寛
仁
」

と
比
較
し
て
、
山
城
守
賀
相

（吉
親
）
の

「我
意
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
来
野
本
の
山
城
守
が

将
士

一
体
と
な

っ
て
打

っ
て
出
て
、
討
死
す
る
か
切
腹
す
る
か
と
主
張
し
た
こ
と
は
全
く
捨
て
去

ら
れ
て
い
る
。
山
城
守
賀
相
を
本
来
の
最
後
ま
で
戦
闘
を
志
す
武
士
と
し
て
で
な
く
、
士
卒
の
命

に
代
わ
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
未
練
な
人
物
に
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
長
治
の

「仁
愛
」
を
強
調

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の

『翁
草
』
本
は
、
来
野
本
の
記
事
を
二
ヶ
所
簡
略
に
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。　
一

ヶ
所
は
秀
吉
に
毛
利
攻
略
の
戦
術
を
問
わ
れ
、
山
城
守
と
三
宅
治
忠
の
二
人
が
赤
松
の
兵
法
を

延
々
と
述
べ
る
箇
所
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
長
治
兄
弟

・
妻
子
が
辞
世
を
詠
ん
で
自
害
し
て
果
て

る
箇
所
で
あ
る
。
前
者
の
兵
法
談
義
を
簡
略
化
し
た
も
の
に
は
、
岩
崎
本

『別
所
記
』
と
法
界
寺

本

『別
所
軍
記
』
が
あ
り
、
後
者
の
辞
世
歌
や
自
害
の
詳
細
を
欠
く
も
の
に
神
戸
大
学
本
が
あ
る

が
、
そ
の
両
方
を
欠
く
本
は
管
見
に
触
れ
た
限
り

一
本
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
特
色
を
持

つ

『翁
草
』
所
収
の

『別
所
記
』
で
あ
る
が
、
全
体
的
に
は
別
所
贔
贋

が
濃
厚
で
あ
る
の
は
改
め
て
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
著
者
の
神
沢
杜
口
が

『翁
草
』
に
収
め
た

『別
所
記
』
は
、
本
来
の
来
野
本

『別
所
記
』
を
改
訂
加
筆
し
た
も

の
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
彼
が

『別
所
記
』
を
自
著
の
中
に
入
れ
た
理
由
は
、
彼
も
ま
た
別
所
氏
に
遠
い
縁
を
持
つ
者

で
あ

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
述
し
た
と
お
り
、
彼
の
見
た

『別
所
記
』
は
世
に
流
布
し
て
い
る
普

通
の

『別
所
記
』
で
は
な
く
、
長
治
等
の
辞
世
の
歌
を
欠
く
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は

「
一
本
に
」
と
し
て
大
村
由
己
の

『播
州
御
征
伐
之
事
』
に
載
る
歌
を
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
、

余
が
先
祖
神
沢
善
左
衛
門
治
勝
は
、
三
宅
治
忠
が
壻
な
り
。
治
忠
没
期
に
遺
命
を
諾
し
て
、

治
勝
三
木
を
去
と
云
ひ
伝
ふ
。
治
勝
事
我
家
に
は
貞
勝
と
有
り
。
別
所
安
治
長
治
両
代
に
事

へ
、
長
臣
六
人
の
内
其
独
に
て
、
百
三
十
騎
の
士
大
将
と
有
り
、
此
記
録
に
神
沢
民
部
神
沢

又

一
な
ど

ヽ
同
姓
の
名
は
見
え
た
れ
共
、
善
左
衛
門
は
不
見
、
若
く
は
此
両
名
の
内
善
左
衛

門
前
名
な
る
欺
、
後
世
其
裔
に
し
て
、
其
祖
先
を
詳
に
せ
ず
。

と
、
自
分
の
先
祖
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
彼
の

『別
所
記
』
に
対
す
る
関
心
の

源
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
先
祖
に
対
す
る
関
心
が
、
こ
の

『別
所
記
』
を
自
著
に
取
り
入

れ
さ
せ
た
動
機
で
あ

っ
た
が
、
こ
の

『別
所
記
』
は
現
在
、
そ
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
。
し
か

し
、
極
め
て
特
色
の
あ
る
伝
本
の
存
在
が
こ
の
本
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
の
は
幸
い
で
あ
る
。

次
に
も
う

一
つ

『別
所
記
』
か
ら
作
ら
れ
た
特
異
な
本
を
上
げ
て
お
こ
う
。
『播
陽
万
宝
智
恵

袋
』
巻
四
十
六
に
収
め
ら
れ
て
い
る

『播
州
神
吉
合
戦
記
』
で
あ
る
。
こ
の
書
は
奥
書
に
、

世
に
戦
記
多
し
と
い
へ
ど
も
誤
あ
り
、
右
の

一
書
予
年
来
是
を
正
し
集
め
、
後
世
に
残
さ
む

た
め
、
走
筆
な
が
ら
自
記
し
て
永
く
伝

へ
ん
事
を
思
ふ
の
み
。

正
徳
二
辰
年
春
三
月

村
上
源
氏
姓
魚
住
左
近
将
監
従
五
位
上

七
十
余
歳
　
住
寿
述

と
記
さ
れ
て
い
る
。
正
徳
二
年

（
一
七

一
二
）
に
魚
住
住
寿
に
よ

っ
て
制
作
さ
れ
た
軍
記
で
あ
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る
。
『播
陽
万
宝
智
恵
袋
』
解
題
に
よ
れ
ば
、
魚
住
住
寿
は
江
戸
時
代
の
初
期
、
播
磨
国
飾
東
郡

（姫
路
市
）
広
峰
神
社
の
社
家
に
生
ま
れ
、
別
所
長
治
に
仕
え
た
魚
住
左
近
大
夫
吉
新
の
曾
孫
に

あ
た
る
。

さ
て
こ
の
書
の
特
色
だ
が
、
三
木
の
諸
合
戦
の
内
、
神
吉
城
の
攻
略
の
み
に
焦
点
を
絞

っ
て
い

る
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
内
容
は

「播
州
印
南
郡
神
吉
城
主
神
吉
民
部
少
輔
頼
定
合

戦
之
事
」
（以
下

「神
吉
民
部
少
輔
頼
定
合
戦
之
事
」
と
略
す
）
、
「神
吉
民
部
系
図
」
、
「神
吉
籠

城
人
数
」
の
三
つ
か
ら
成

っ
て
お
り
、
後
の
二
つ
は
文
字
通
り
系
図
と
名
簿
で
あ
る
が
、
初
め
の

「神
吉
民
部
少
輔
頼
定
合
戦
之
事
」
は

一
編
の
軍
記
で
あ
る
。
奥
書
で
作
者
魚
住
住
寿
が
い
う
と

お
り
、
世
に
流
布
し
て
い
る
戦
記
の
誤
り

（神
吉
合
戦
の
誤
伝
）
を
正
す
た
め
、
彼
は
多
く
の
資

料
を
集
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
当
然

『別
所
記
』
も
入

っ
て
い
た
。
「神
吉
民
部
少
輔
頼

定
合
戦
之
事
」
の
半
分
ほ
ど
は

『別
所
記
』
と
同
文
で
あ
る
。
残
り
の
半
分
は
本
書
独
自
の
部
分

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
神
吉
城
に
籠
も

っ
た
民
部
少
輔
頼
定
の
家
臣
等
の
名
前
と
城
内
の
叙
述
で
あ

る
。
例
え
ば
、
神
吉
頼
定
が
寄
手
の
織
田
信
忠
に
士
卒
の
疲
労
を
癒
す
た
め

一
日
の
休
戦
を
申
し

入
れ
た
こ
と
、
そ
の
夜
、
頼
定
は
弟
助

一
郎

・
助
十
郎
を
藤
左
衛
門
頼
之
に
命
じ
て
密
か
に
落
と

し
た
こ
と
等
の
他
、
『別
所
記
』
で
は

「城
主
民
部
ガ
同
名
家
ノ
子
神
吉
藤
大
夫

一
命

ヲ
助
給

バ
、
民
部
ヲ
討
テ
味
方

二
参
ベ
シ
ト
云
ケ
レ
バ
、
信
忠
卿
子
細
ア
ル
マ
ジ
ト
宣
フ
。
何
ト
カ
タ
バ

カ
リ
ケ
ン
、
手
モ
ナ
ク
民
部
ガ
首
ヲ
持
、
信
忠
卿

へ
奉
ル
」
と
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、

軍
半
ナ
リ
ケ
ル
処

二
、
城
主
頼
定
、
同
姓
家
ノ
子
神
吉
藤
大
夫
定
光
、　
一
命
ヲ
助
ケ
玉

ハ
ヾ

民
部
ガ
首
取
テ
渡
シ
申
ベ
シ
ト
、
矢
文
ヲ
以
通
ジ
ケ
レ
バ
、
信
忠
卿
子
細
有
間
敷
ノ
由
通
ジ

申
サ
レ
ケ
ル
。
皆
人
是
ヲ
知
ラ
ズ
ゾ
有
リ
ケ
ル
。
藤
大
夫
民
部

二
申
ケ
ル
ハ
、
今
日
ノ
軍
ノ

外
ヲ
見
ル
ニ
、
味
方

二
勝
利
ヲ
得
ガ
タ
シ
、　
一
卜
先
ヅ
落
玉

ヘ
ト
、
民
部
申
サ
ク
、
長
治

エ

一
命
ヲ
掛
頼
レ
シ
上

ハ
、
落
人
ト
ナ
リ
何
国
ニ
カ
身
ヲ
置
ン
、
尤
三
木
ノ
城
工
引
退
キ
長
治

卜

一
処
思
ヘ
ド
モ
、
秀
吉
軍
配
ヲ
見
ル
ニ
、
連
モ
味
方
可
勝
ト

ハ
思
ハ
レ
ズ
、　
一
刻
モ
早
ク

切
腹
シ
テ
士
卒
ノ
命
ヲ
助
ケ
バ
ヤ
ト
申
サ
ル
。
藤
大
夫
、
尤
イ
ミ
ジ
ク
モ
申
サ
レ
ケ
ル
御
事

カ
ナ
、
然
ラ
バ
切
腹
候

工
、
御
首
ヲ
某

エ
タ
マ
ハ
リ
、
如
何
ナ
ル
寺

ニ
モ
葬
り
、
後
世
菩
提

ヲ
弔
ベ
シ
ト
実
シ
ヤ
カ

ニ
申
ケ
レ
バ
、
如
何
ヤ
ウ
エ
モ
ト
仰
ア
リ
テ
、
三
枝
道
碩
ヲ
招
テ

（中
略
）
頼
定
今
年
廿
九
歳
、
腹
十
文
字
二
切
ケ
ル
ヲ
ス
カ
サ
ズ
首
ヲ
打
落
ス
。

と
、
藤
大
夫
の
編
し
の
手
口
を
具
体
的
に
叙
述
す
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
が
何
に
よ
っ
た
も
の
か
は

現
在
残

っ
て
い
る
資
料
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
。
織
田
信
忠
の
了
解
を
得
て
の
こ
と
と
す
る
が
、

織
田
方
の

『播
州
御
征
伐
之
事
』
二
武
功
夜
話
』
等
に
は
こ
の
件
に
関
す
る
、
本
書
の
よ
う
な
詳

細
な
記
事
は
な
い
。
三
木
近
辺
の
在
地
に
語
り
伝
え
ら
れ
た
か
、
書
き
留
め
ら
れ
た
か
、
い
ず
れ

に
し
て
も

一
部
に
伝
わ

っ
た
も
の
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
木
近
辺
の
在
地
の

一
部
に
伝
わ

っ
た
も
の
と
し
て
、
幸
い

『押
部
新
兵
衛
聞
伝
之
趣
』
な
る

書
が
存
在
す
る
。
『押
部
新
兵
衛
聞
伝
之
趣
』
は
、
三
木
市
東
這
田
の
法
界
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
も

の
で
、
合
戦
の
顛
末
を
記
し
た
軍
記
で
は
な
く
、
三
木
合
戦
に
参
加
し
た
先
祖
の
語
り
伝
え
た
話

を
全
十
二
の
段
落
か
ら
な
る

一
つ
書
き
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
『播
州
御
征
伐
之
事
』
や

『別
所

記
』
な
ど
と
は
全
く
異
な
る
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
天
正
六
年
三
月
三
日
、
秀
吉
が
三
木
城
で
長

治
と
対
面
、
加
勢
を
頼
ん
だ
が
長
治
は
返
事
を
保
留
し
、
翌
日

一
族
郎
党
を
集
め
て
評
定
し
た
結

果
、
こ
れ
を
拒
絶
し
た
と
い
う
話
、
ま
た
、
長
治
が
自
分
の
死
後
、
北
の
方
が
秀
吉
の
好
色
の
犠

牲
に
な
る
こ
と
を
心
配
し
た
と
こ
ろ
、
北
の
方
が
自
害
し
て
果
て
た
話
、
長
治
の
老
母
を
押
部
弥

太
郎
が
密
か
に
城
か
ら
都

へ
脱
出
さ
せ
た
話
等
々
の
異
伝
を
載
せ
て
い
る
。
先
祖
弥
太
郎
の
活
躍

を
、
四
代
の
子
孫
新
兵
衛
が
八
十

一
歳
に
な

っ
て
書
き
留
め
た
も
の
で
、
宝
永
七
年

（
一
七

一

〇
）
の
成
立
で
あ
る
か
ら
、
三
木
落
城
か
ら
百
三
十
年
の
時
間
を
隔
て
て
お
り
、
こ
こ
に
書
か
れ

て
い
る
こ
と
が
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
本
文
中
に

「世
間
に
お
ゐ
て
も
ろ
も

ろ
の
智
者
達
の
沙
汰
と
し
て
別
所
記
と
号
し
、
流
風

（流
布
）
仕
候
よ
し
、
拙
者
儀
は
未
其
書
を

不
致

一
見
」
と
あ

っ
て
、
世
間
で
流
布
し
て
い
る

『別
所
記
』
と
は
全
く
無
縁
に
何
代
か
に
わ
た

っ
て
語
り
伝
え
ら
れ
た
伝
承
を
こ
の
本
が
書
き
留
め
て
い
る
こ
と
は
、
他
に
も
同
様
な
伝
承
が
存

在
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
本
の
存
在
が
、
後
人
の
単
な
る
創
作
や
捏
造
で
な
い
、
『播
州

神
吉
合
戦
記
』
の
も
と
と
な

っ
た
資
料
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

五

以
上
、
今
ま
で
あ
ま
り
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
諸
本
に
つ
い
て
、
そ
の
特
色
を
見
て
き

た
が
、
次
に

『別
所
記
』
が
他
の
長
編
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
例
を
見
て
み
る
。
そ
れ
ら

は
通
史
的
な
作
品
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
な
お
、
『中
国
兵
乱
記
』
は
嘗
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る

の
で
省
略
す
る
。
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最
初
に

『土
佐
軍
記
』
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
こ
の
書
は

『四
国
軍
記
』
と
も
い
い
、
元
禄

十
三
年

（
一
七
〇
〇
）
、
小
畑
邦
器
に
よ

つ
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
通
史
的
軍
記
で
あ
る
が
、
そ

の
巻
九
は
す
べ
て
別
所
の
三
木
合
戦
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
巻
頭
の

「宇
野
鉄
入
斎
別
所
軍
談

事
」
に
は
、

卑
に
宇
野
鉄
入
斎
と
云

へ
る
者
あ
り
、
元
播
州
別
所
の
氏
族
に
し
て
、
近
き
比
ま
で
小
地
を

領
し
て
有
り
け
る
が
、
長
治
没
落
の
後
、
知
る
べ
あ
つ
て
土
佐
に
来
て
居
住
せ
り
。
武
勇
才

智
と
も
に
、
世
に
恥
か
し
か
ら
ぬ
程
の
者
な
り
け
れ
ば
、
兼
て
元
親
の
耳
に
も
入
り
し
故
、

或
時
元
親
召
寄
せ
て
、
三
木
の
城
合
戦
の
始
終
を
問
は
れ
け
る
。
鉄
入
斎
承
り
、
某
数
な
ら

ね
ど
も
其
軍
列
に
有
て
、
本
末
詳
か
に
見
得
仕
り
た
る
事
に
候

へ
ば
、
委
細
に
申
上
ぐ
可
し

と
て
、
席
を
進
め
逐

一
に
ぞ
談
り
け
る
。

と
、
別
所
の

一
族
で
あ

っ
た
宇
野
鉄
入
斎
な
る
人
物
に
、
別
所
滅
亡
の
顛
末
を
語
ら
せ
る
と
い
う

趣
向
に
な

っ
て
い
る
。
以
下
、
鉄
入
斎
が
語
る
内
容
は
文
章
的
に
も
ほ
ぼ

『別
所
記
』
そ
の
ま
ま

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
終
わ
り
の
部
分
は
、

鉄
入
斎
委
細
に
始
終
を
語
れ
ば
、
元
親

つ
く
ノ゙
ヽ
と
打
聞
い
て
、
凡
そ
合
戦
の
勝
負
は
、
運

に
依
る
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
当
時
秀
吉
の
軍
法
皆
機
に
臨
み
変
に
応
ず
。
其
鉾
先
に
向
ふ
者

有
る
べ
か
ら
ず
と
感
嘆
し
、
鉄
入
斎
に
酒
を
進
め
、
笑
談
深
更
に
及
び
ぬ
れ
ば
、
鉄
入
斎
も

御
暇
給
は
り
席
を
立
ち
、
元
親
も
常
の
寝
所
に
入
り
に
け
り
。

と
結
ん
で
い
る
。
長
曽
我
部
元
親
の
御
前
で
行
わ
れ
た
夜
話
の
形
を
取

っ
て
い
る
が
、
作
者
の
創

作
で
あ
ろ
う
。
こ
の
話
が

『土
佐
軍
記
』
に
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
秀
吉
の
軍
法
が
い
か
に
優
れ
て

い
る
か
を
強
調
し
た
い
が
た
め
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に

『中
古
日
本
治
乱
記
』
の
例
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
『中
古
日
本
治
乱
記
』
は
秀
吉
の
命

を
受
け
た
右
筆
の
山
中
長
俊
が
著
し
た
も
の
で
、
慶
長
七
年

（
一
六
〇
二
）
の
序
と
慶
長
十
年
の

跛
文
を
持

つ
と
こ
ろ
か
ら
、
成
立
は
秀
吉
の
死
後
、
間
も
な
く
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
書
の
巻
五
十
九
か
ら
巻
六
十

一
に
三
木
合
戦
の
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。　
一
部
を
引
用
し
、

『別
所
記
』
と
比
較
し
て
お
く
。

『中
古
日
本
治
乱
記
』
巻
五
十
九

或
ル
時
、
別
所
山
城
守
吉
親
、
三
宅
治
忠
等
、
為

軍
評
定
へ

秀
吉
ノ
旅
館

二
来
ル
。
秀
吉

申
ケ
ル
ハ
、
小
三
郎
長
治

ハ
西
国
ノ
案
内
可
仕
之
旨
、
被
レ
申

二
付
信
長
卿
名
代

二
秀
吉
下

向
候
也
。
敵
ヲ
不
日
二
可
レ
檎

謀
　
モ
ヤ
候
ヘ
キ
。
面
々
ノ
異
見
承
７
卜
尋
ケ
リ
。
干
レ
時

三
宅
申
ケ
ル
ハ
、
西
国
発
向
ノ
御
先
手
長
治

二
被
二
仰
付
一候
上

ハ
一
家
郎
従
不
レ
可
レ
惜
三
身

〈叫
、
況
ヤ
所
存
ヲ
不
レ
可
レ
残
。
某
ノ
存
候

ハ
今
度
ノ
軍

ハ

一
国

一
城
ノ
小
迫
合
ト

ハ
各
別

也
。
輝
元
ハ
既
二
十
余
州
ノ
大
名
、
旗
下
ノ
大
名

二
武
勇
之
人
多
レ
之
。
然

ハ
十
死

一
生
ノ

合
戦
五
度
モ
十
度
モ
候

ヘ
シ
。
然
ル
上
ハ
早
速
ノ
功
は
難
″
叶
存
候
。
当
家
数
代
軍
ノ
教
令

相
定
候
次
弟
、
長
々
敷
候

ヘ
ト
モ
御
尋
ノ
上
ハ
申
上
候

ヘ
シ
。

『別
所
記
』

或
時
山
城
守
、
三
宅
治
忠
両
人
、
軍
評
定
ノ
為
、
行
秀
吉
館
ケ
ル
ニ
、
秀
吉
日

「長
治
西
国

可
有
案
内
者
宣
フ
エ
付
、
信
長
公
ノ
為
代
官
下
向
ス
。
各
軍
立
次
第
不
日
檎
敵
ス
ル
謀
計
モ

ヤ
ア
ル
」
卜
被
問
ケ
レ
バ
、
三
宅
申
日

「西
国
発
向
ノ
先
手
別
所
家
被
仰
付
、
我
等
存
ル
旨

ハ
今
度
御
合
戦
ハ
一
国

一
城
ノ
小
ゼ
リ
合
ト
ハ
各
別
也
。
輝
元
ハ
大
身
也
。
万
死

一
生
合
戦

五
度
モ
十
度
モ
無
テ
ハ
叶

マ
ジ
キ
カ
。
御
手
間
ト
ラ
レ
候
ハ
ン
ト
存
ル
。

こ
の
二
つ
を
比
べ
て
み
れ
ば
、
『中
古
日
本
治
乱
記
』
の
ほ
う
が
や
や
詳
細
に
な

っ
て
い
る
が
、

そ
の
記
事
構
成
、
用
語
な
ど
は
両
者
に
共
通
し
て
お
り
、
『別
所
記
』
を
取
り
入
れ
る
形
で

『中

古
日
本
治
乱
記
』
が
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
『中
古
日
本
治
乱
記
』
の
序

・
跛

の
年
記
を
信
ず
れ
ば
、
三
木
落
城
か
ら
約
二
十
年
後
の
こ
と
で
あ
り
、
『別
所
記
』
の
成
立
年
次

は
不
明
だ
が
、
三
木
落
城
か
ら
何
年
か
経

っ
て
の
成
立
で
あ
ろ
う
か
ら
、
『別
所
記
』
を
自
家
の

作
品
に
取
り
入
れ
た
か
な
り
早
い
時
期
の
も
の
と
い
え
よ
う
。

次
に

『陰
徳
太
平
記
』
で
あ
る
が
、
『岩
波
日
本
史
辞
典
』
に

「戦
国

・
織
豊
期
の
軍
記
。
八

十

一
巻
。
岩
国
吉
川
家
の
家
臣
香
川
正
矩
の
遺
稿

「陰
徳
記
」
を
、
二
男
景
継
が
大
平
記
に
な
ら

っ
て
潤
色
し
、　
王
ハ
九
五

（元
禄
八
）
完
成
、　
一
七

一
二

（正
徳
二
）
刊
行
。
毛
利
氏
の
中
国
制

覇
を
中
心
に
西
国
の
武
家
の
興
亡
を
描
く
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
『陰
徳
記
』
を
も
と

に
し
て
い
る
。

そ
の

『陰
徳
太
平
記
』
が
三
木
合
戦
を
記
す
の
は
、
巻
五
十
四
の
後
半
か
ら
で
あ
る
。
章
段
名

を
揚
げ
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

巻
五
十
四

「羽
柴
秀
吉
奉

一西
国
退
治
附
播
州
三
木
城
之
事
」

「野
口
合
戦
之
事
」

巻
五
十
六

「神
吉
城
没
落
事
」
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巻
五
十
九

「播
州
平
山
合
戦
事
」

「摂
州
丹
生
山
夜
討
附
淡
河
合
戦
之
事
」

巻
六
十
二

「播
州
大
村
合
戦
」

「三
木
城
没
落
附
長
治
已
下
自
裁
之
事
」

と
飛
び
飛
び
に
記
事
が
現
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『陰
徳
太
平
記
』
の
も
と
に
な

っ
た

『陰
徳
記
』

に
は
、
こ
れ
ら
別
所
関
係
、
三
木
合
戦
関
係
の
記
事
す
べ
て
が
す

っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
香
川
正
矩
の

『陰
徳
記
』
を
、
子
息
の
景
継
が

『陰
徳
太
平
記
』
に
書
き
直

し
た
時
に
、
三
木
合
戦
に
至
る
別
所
氏
の
記
事
を
増
補
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

『別
所
記
』
の

記
事
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

『陰
徳
太
平
記
』
巻
五
十
六

「神
吉
城
没
落
事
」

然
る
所
に
城
中
よ
り
年
の
比
廿
八
九
歳
な
る
男
、
卯
花
絨
の
鎧
を
著
し
、
兜
壼
を
ば
童
に
持

た
せ
、
皆
紅
の
扇
を
開
き
敵
陣
に
向
ひ
て
当
城
の
大
将
神
吉
民
部
少
輔
、
別
所
小
三
郎
に
頼

ま
れ
、
今
日
当
城
に
於
て
潔
く
戦
死
す
。
敵
の
大
将
信
忠
の
日
前
に
て
花
一麗
な
る
軍
せ
ん

を
、
能
き
に
見
物
し
給

へ
と
云
ひ
も
敢

へ
ず
、
甲
冑
思
ひ
／
ヽ
に
裏
ま
れ
た
る
軍
士
三
百
許

り

一
死
賊
と
成

つ
て
懸
出
で
、
関
際
に
抑

へ
た
る
敵
の
千
余
騎
を
片
時
の
程
に

一
町
許
り
捲

り
立
て
、
東
西
に
あ
た
り
南
北
に
開

い
て
散
々
に
戦
ひ
、
其
勢
五
十
騎
計
り
に
討
ち
成
さ

れ
、
静
々
と
打
入
る
所
を
、
秀
吉
下
知
し
て
付
入
に
せ
ん
と
、
寄
手
大
門
の
内
迄
込
入
る
所

を
、
民
部
門
内
に
て
馬
よ
り
飛
ん
で
下
り
、
神
吉
重
代
の
打
物
、
備
前
の
菊

一
文
字
則
宗
二

尺
九
寸
の
霜
刃
、
電
光
の
如
く
振
舞
し
、
名
乗
懸
け
ノ
ヽ
此
に
追
詰
め
彼
所
に
開
き
合
せ
、

縦
横
無
尽
に
相
戦
ひ
、
門
外
杏
に
追
ひ
出
す
。

『別
所
記
』
「神
吉
ノ
城
攻
」

力

ヽ
ル
所
二
大
手
ノ
矢
蔵
ノ
扉
不
レ
残
開
カ
セ
、
年
頃
廿
八
九
ノ
男
、
卯
ノ
花
ノ
鎧
キ
テ
甲

ヲ
バ
卸
テ
童

二
持
セ
、
皆
紅
ノ
扇
開
テ
大
音
ア
ゲ
テ
名
乗
ケ
ル
ハ
、
当
城
ノ
大
将
ノ
神
吉
民

部
少
輔
卜
云
者
也
。
別
所
小
三
郎
二
頼
レ
今
日
於
三
当
城

可
三
討
死
蔦

同
ク
死
ス
ル
道

ニ
テ

モ
、
天
下
ノ
大
将
信
忠
ノ
眼
前
ニ
テ
花
ヤ
カ
ナ
ル
軍
シ
テ
、
剛
臆
ノ
程
ミ
セ
テ
死
セ
ン
コ
ト

武
士
タ
ル
者
ノ
本
望
ナ
リ
。
イ
デ
見
参
申
サ
ン
ト
甲
ヲ
取
テ
着
、
シ
ノ
ビ
ノ
緒
ヲ
シ
メ
ナ
ガ

ラ
櫓
ヨ
リ
ヲ
リ
、
大
手
ノ
城
戸
開
カ
セ
究
克
ノ
兵
二
百
余
騎
、
前
後
左
右

二
随
ヒ
、
面
モ
フ

ラ
ズ
切
テ
出
、
大
勢
ノ
中

へ
破
テ
入
、
懸
ツ
返
ツ
暫
ガ
程
攻
戦
、
本
戸
際
二
付
タ
ル
敵
千
余

騎
ヲ

一
町
計
追
靡
。
味
方
ヲ
見
レ
バ
僅

二
五
十
騎
計
二
打
ナ
サ
レ
閑
々
卜
引
ケ
ル
ヲ
、
秀
吉

下
知
シ
テ
愛
ゾ
得
レ
利
ヲ
ト
テ
、
敵

二
添
テ
門
ノ
内

へ
付
入
ニ
コ
ミ
入
ヲ
、
民
部
少
輔
門
外
ニ

テ
馬
ヨ
リ
飛
デ
オ
リ
、
神
吉
重
代
ノ
打
物
備
前
菊

一
文
字
則
宗
二
尺
九
寸
ア
リ
ケ
ル
ヲ
右
ノ

小
脇
二
引
ソ
バ
メ
押
入
、
敵

二
走
力

ヽ
り
、
当
ル
ヲ
幸
二
打
廻
ル
。
大
方
此
切
先
二
向
フ
者

不
レ被
レ
討
卜
云
コ
ト
ナ
シ
。

こ
れ
も
ま
た
両
者
の
記
事
構
成
や
用
語
な
ど
は
共
通
し
て
お
り
、
『陰
徳
太
平
記
』
が

『別
所
記
』

を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
見
倣
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

一
例
の
み
に
止
め
て
お
く
が
、
『陰

徳
太
平
記
』
が

『別
所
記
』
を
利
用
し
て
、
『陰
徳
記
』
に
欠
け
落
ち
て
い
る
記
事
、
し
か
も
毛

利
に
味
方
し
て
信
長

・
秀
吉
と
戦
い
減
ん
で
い
っ
た
別
所
の
記
事
を
増
補
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
外
、
作
品
の

一
部
に
三
木
合
戦
の
記
事
を
持

っ
て
い
る
も
の
に
、
『織
田
軍
記
』
亀
総
見

記
』
と
も
い
う
Ｙ

『太
閤
真
顕
記
』
ム
真
書
太
閤
記
』
二
絵
本
太
閤
記
』
な
ど
が
あ
る
。

ま
ず
、
貞
享
二
年

（
一
六
八
五
）
、
遠
山
信
春
の
著

『織
田
軍
記
』
で
あ
る
が
、
こ
の
書
に
は

合
戦
の
起
こ
り
や
支
城
攻
略
な
ど
経
過
に
つ
い
て
は
簡
略
で
、
別
所
長
治
の
降
参
と

一
族
の
自
害

の
場
面
だ
け
が
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の

『織
田
軍
記
』
が

『別
所
記
』
で
な

く
、
『播
州
御
征
伐
之
事
』
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
害
す
る
別
所

一
族
が
詠
ん
だ
辞

世
の
歌
を
、
『別
所
記
』
は
長
治

・
友
之

・
治
忠
の
三
首
載
せ
る
の
み
で
あ
る
が
、
『播
州
御
征
伐

之
事
』
は
長
治

・
長
治
女
房

・
友
之

・
友
之
女
房

・
山
城
女
房

・
三
宅
肥
前
入
道
の
六
人
の
歌
を

載
せ
て
お
り
、
『織
田
軍
記
』
も
こ
の
六
人
の
辞
世
を
掲
載
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
そ
れ
は
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

『太
閤
真
顕
記
』
は
安
永

（
一
七
七
二
～
八

一
）
の
頃
、
大
坂
上
町
二
丁
目
の
白
永
堂
長
衛
な

る
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
全
十
二
編
三
百
八
十
巻
も
あ
る
軍
談
講
釈
本
で
あ
る
。
こ
れ

を
も
と
に
改
作
し
た
の
が

『真
書
太
閤
記
』
や

『絵
本
太
閤
記
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
載
る
三
木

合
戦
記
事
は

『別
所
記
』
が
原
点
に
な

っ
て
い
る
が
、
直
接
的
に

『別
所
記
』
を
典
拠
と
し
た
と

は
思
わ
れ
な
い
。
先
に

『陰
徳
太
平
記
』
の
箇
所
で
引
用
し
た
神
吉
城
合
戦
の
場
面
を

『太
閤
真

顕
言己‐
』
が
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
、
引
用
比
較
し
て
お
こ
う
。

中
二
も
民
部
少
輔

ハ
、
神
吉
重
代
の
名
叙
、
備
前
菊

一
文
字
則
宗
の
太
刀
、
弐
尺
九
寸
有
け

る
を
、
電
光
の
如
振
り
廻
し
、
竪
横
無
尽
二
切
廻
る
。
其
太
刀
先
に
向
ふ
者
、
堅
甲
鉄
冑
も

其
功
な
し
。
或

ハ
討
れ
、
或
は
底
を
蒙
り
、
敵
す
る
者
あ
ら
ざ
れ
ば
、
神
吉
民
部
少
輔
大
音
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揚
、
別
所
小
三
郎

二
頼
れ
、
当
城
に
戦
死
を
遂
ん
と
て
、
数
な
ら
ね
ど
も
此
城
の
主
将
神
吉

民
部
少
輔
治
時
な
り
。
東
国
名
あ
る
者
共
来

つ
て
、
我
手
並
の
程
見
よ
や
と
呼
わ
リ
ノ
ヽ
大

二
勇
を
振
ふ
て
戦
ふ
に
ぞ
、
勇
気
強
盛
の
上
方
勢
、
憎
き
き
や
つ
が
振
舞
か
な
、
討
て
取
ら

ん
と
大
勢

一
同
二
押
寄
、
神
吉
民
部
が
小
勢
を
追
取
巻
て
討
た
ん
と
す
。
亀
太
閤
真
顕
記
』

五
篇
十
七
）

「神
吉
重
代
の
打
物
、
備
前
の
菊

一
文
字
則
宗
二
尺
九
寸
の
霜
刃
、
電
光
の
如
く
振
舞
」
、
「縦
横

無
尽
に
相
戦
ひ
」
な
ど
の
表
現
は

『陰
徳
太
平
記
』
に
極
め
て
近
い
と
こ
ろ
か
ら
、
『太
閤
真
顕

記
』
の
三
木
合
戦
記
事
は
原
典
の

『別
所
記
』
で
な
く
、
『陰
徳
太
平
記
』
を
使
用
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

『太
閤
真
顕
記
』
を
改
作
し
、
寛
政
九
年

（
一
七
九
七
）
初
編
刊
行
の

『絵
本
太
閤
記
』
は
同

じ
部
分
を
、

此
民
部
少
輔
は
聞
ゆ
る
勇
力
な
り
け
れ
ば
、
重
代
の
太
刀
菊

一
文
字
則
宗
、
二
尺
九
寸
あ
り

け
る
を
、
電
光
の
如
く
打
振

つ
て
切
廻
る
程
こ
そ
あ
れ
、
此
太
刀
蔭
に
向
ひ
し
者
、
堅
甲
鉄

冑
も
そ
の
用
な
く
、
ば
ら
リ
ノ
ヽ
と
斬
れ
け
り
。
亀
絵
本
太
閤
記
』
二
篇
十

一
）

と
描
い
て
お
り
、
民
部
少
輔
の
活
躍
は
極
端
に
省
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
『太
閤
真
顕
記
』
を
下
敷

き
に
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
『太
閤
真
顕
記
』
に
は
な
い
別
所
長
治
ら

の
辞
世
の
歌
が
、
『絵
本
太
閤
記
』
に
は

『織
田
軍
記
』
同
様
、
長
治
妻
女
の
辞
世
な
ど
六
首
の

歌
を
載
せ
て
い
る
。
『絵
本
太
閤
記
』
の
三
木
合
戦
記
事
は

『太
閤
真
顕
記
』
の
み
に
拠
ら
ず
、

『織
田
軍
記
』
な
ど
も
参
照
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
木
合
戦
を
描
い
た
作
品
の
中
で
も
、
特
に
古

い
と
思
わ
れ
る
大
村
由
己
の

『播
州
御
征
伐
之

事
』
と
太
田
牛

一
の

『信
長
公
記
』
の
間
に
は
共
通
の
本
文
が
あ
る
な
ど
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ

る
こ
と
は
明
か
で
、
奥
書
を
信
ず
れ
ば

『播
州
御
征
伐
之
事
』
の
記
述
を

『信
長
公
記
』
が
用
い

た
こ
と
に
な
る
が
、
『信
長
公
記
』
成
立
の
複
雑
さ
を
と

『播
州
御
征
伐
之
事
』
の
奥
書
の
信
憑

性
が
不
明
で
あ
る
の
で
、
前
後
関
係
の
確
定
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た

『別
所
記
』
が

『播
州
御
征

伐
之
事
』
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
が
、
以
後
、
こ
の
二
本
か
ら
次
々
と
異
本
、
増

補
本
、
改
作
本
が
作
ら
れ
て
行
く
。
三
木
周
辺
の
在
地
に
お
い
て
そ
の
傾
向
は
甚
だ
し
く
、
特
に

別
所
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
法
界
寺
は

『別
所
記
』
の
伝
播
の
中
心
で
あ
り
、
増
補

・
改
作
に
深
く

関
わ

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

信
長

・
秀
吉
の
伝
記
や
長
編
の
通
史
的
軍
記
が
作
ら
れ
、
軍
談
講
釈
が
隆
盛
を
見
る
近
世
中
後

期
に
な
る
と
、
『別
所
記
』
『播
州
御
征
伐
之
事
』
は
そ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
行
き
、
次
第
に
原

形
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
は
戦
国
軍
記
か
ら
近
世
軍
書

へ
移
り
変
わ

っ
て
行
く

一
つ

の
典
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

桑
田
忠
親
氏

『太
閤
記
の
研
究
』
（徳
間
書
院
　
昭
４０
）
第
二
章

「大
村
由
己
の
天
正
記
著
述
」

小
高
敏
郎
氏

『近
世
初
期
文
壇
の
研
究
』
（明
治
書
院
　
昭
３９
）
第
二
章

「秀
吉
の
お
伽
衆
大
村
由

己
」

０
　
山
上
登
志
美
氏

「『播
州
御
征
伐
之
事
』
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
―

『赤
松
末
葉
記
』
、
コ
一木
記
』
、
『別

所
記
』
の
成
立
の
様
相
―
」
（甲
南
女
子
大
学
大
学
院

「論
叢
」
１８
　
平
８
）

０
　
中
前
正
志
氏

「『別
所
長
治
記
』
の
転
身
」
「
女
子
大
国
文
」
１０５
号
　
平
６
）

国
　
佐
藤
陸
氏

「『足
利
季
世
記
』
の
一
典
拠
」
「
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
」
２６
　
平
２
）

固
　
山
上
登
志
美
氏

ｏ
松
林
靖
明
編
著

『別
所
記
―
研
究
と
資
料
―
』
（和
泉
書
院
　
平
８
）

ｍ
　
大
橋
俊
雄
氏
校
訂

『法
然
上
人
絵
伝
』
上

（岩
波
文
庫
　
平
１４
）

閣
　
い江
０
と
同
じ

０
　
藤
木
久
志
氏

『雑
兵
た
ち
の
戦
場
―
中
世
の
傭
兵
と
奴
隷
狩
り
―
』
（朝
日
新
聞
社
　
平
７
）
Ⅲ

「戦

場
の
村
―
村
の
城
」

⑩
　
『播
陽
万
宝
智
恵
袋
』
下
巻

（臨
川
書
店
　
昭
６３
）

回
　
注
固
の
編
著
書
に
所
収

υ
　
拙
稿

「神
大
本

『別
所
記
』
と

『中
国
兵
乱
記
Ｌ

（梶
原
正
昭
氏
編

『軍
記
文
学
の
系
譜
と
展
開
』

汲
古
書
院
　
平
１０
）

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
本
に
拠

っ
た
。

本
文
の
引
用
は
架
蔵
本
に
拠

っ
た
。

(2)(1)注(14)(13)
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A supplementary view of Bι ssんθ―」(J

MATSUBAYASHI Yasuaki

Abstract: The」 Bι∫∫んθ-1(j is one of the tales of war written in the age of wars. I exanlined mainly the books

quoting passages fron■ it and those influenced by it to take up various general issues which had not yet been

exanllned.


